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介護給付費等算定に係る体制等に関する届出の提出書類一覧 

（共同生活援助） 

 

加算項目 添付書類 

共通 □介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書（介給届） 

□訓練等給付費算定に係る体制等状況一覧表（介給 6） 

□変更届・加算届連絡票※１ 

□定型封筒（切手貼付）※２ 

人員配置区分 ☐従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表（参考様式１－２） 

人員配置体制加算 □人員配置体制加算に関する届出書 

福祉専門職員配置等加算 □福祉専門職員配置等加算に関する届出書（介給別紙２５） 

☐従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表（参考様式１－２） 

☐従業者の資格を証する書類の写し（該当する職種のみ）

※３ 

☐実務経験証明書（参考様式３）※４ 

地域移行支援体制加算 □地域移行支援体制加算に関する届出書 

地域生活移行個別支援特別加算 ☐地域生活移行個別支援特別加算に係る届出書（介給別紙

２３） 

☐付表 

☐従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表（参考様式１－２） 

☐組織体制図（兼務関係が分かるもの） 

☐従業者の資格を証する書類の写し 

大規模住居減算 ○共通書類のみ 

職員欠如減算 ☐従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表（参考様式１－２） 

 ※サービス管理責任者に変更がある場合は、サービス管

理責任者の変更も併せて届け出てください。 

通勤者生活支援加算 ☐通勤者生活支援加算に係る体制（介給別紙１３） 

重度障害者支援加算 ☐重度障害者支援加算に関する届出書 

☐従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表（参考様式１－２） 

夜間支援等体制加算 ☐共同生活援助に係る体制（介給別紙９） 

☐（共同生活援助）夜間支援等体制加算届出書（介給別紙

１１） 

☐従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表（参考様式１－２） 

医療連携体制加算（Ⅶ） □医療連携体制加算（Ⅶ）に関する届出書（介給別紙２９

－２） 

□従業員の勤務の体制及び勤務形態一覧表（参考様式１－

２）または病院等との連携にかかる契約書の写し 

□重度化した場合における対応に係る指針（看取りに関す

る指針を含む） 

☐従業者の資格を証する書類の写し 
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自立支援加算Ⅲ □自立生活支援加算（Ⅲ）に関する届出書 

□従業者の資格を証する書類の写し 

ピアサポート実施加算 □ピアサポート実施加算に関する届出書 

□研修修了証（写） 

高次脳機能障害者支援体制加算 □高次脳機能障害者支援体制加算に関する届出書 

□従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表（参考様式１－２） 

□研修修了証（写） 

障害者支援施設等感染対策向上加

算 

□障害者支援施設等感染対策向上加算に関する届出書 

 

居住支援連携体制加算 □居住支援連携体制加算に関する届出書 

視覚・聴覚言語障害者支援体制加算 □視覚・聴覚言語障害者支援体制加算に関する届出書 

☐従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表（参考様式１－２） 

看護職員配置加算 □常勤看護職員等配置加算・看護職員配置加算に関する届

出書 

□従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表（参考様式１－２） 

☐従業者の資格を証する書類の写し 

精神障害者地域移行特別加算 □精神障害者地域移行特別加算に関する届出書（介給別紙

３４） 

□従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表（参考様式１－２） 

☐従業者の資格を証する書類の写し 

強度行動障害者地域移行特別加算 □強度行動障害者地域移行特別加算に係る届出書（介給別

紙３５） 

□従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表（参考様式１－２） 

□研修修了証（写） 

医療的ケア対応支援加算 □医療的ケア対応支援加算に関する届出書（介給別紙４０） 

□従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表（参考様式１－２） 

□従業者の資格を証する書類の写し 

強度行動障害者体験利用加算 □強度行動障害者体験利用加算に係る届出書（介給別紙４

１） 

□従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表（参考様式１－２） 

□研修修了証（写） 

夜勤職員加配加算（日中サービス支

援型のみ） 

□夜勤職員加配加算に関する届出書（介給別紙３７） 

□従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表（参考様式１－２） 

福祉・介護職員処遇改善加算 福祉・介護職員処遇改善加算のページ参照 

福祉・介護職員等特定処遇改善加算 福祉・介護職員等特定処遇改善加算のページ参照 

福祉・介護職員等ベースアップ等支

援加算 

福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算のページ参照 

※１ 介給届の受付を証する書類が必要な場合は添付してください。介給届の内容審査後、変更

届・介給届受付票をお返しします。 

※２ 郵送にて変更届・介給届受付票の返送をご希望の場合は添付してください。 
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※３ 福祉専門職員配置等加算（Ⅰ）（Ⅱ）を算定する場合は添付が必要です 

※４ 福祉専門職員配置等加算（Ⅲ）を算定する場合であって、３年以上従事している従業者の

割合の要件による場合は添付が必要です。 

 


